
    

【【【【公衆無線ＬＡＮ接続公衆無線ＬＡＮ接続公衆無線ＬＡＮ接続公衆無線ＬＡＮ接続ののののご利用にあたってご利用にあたってご利用にあたってご利用にあたって】】】】    

 

本施設では、ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会が運営する「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」を導入し、

公衆無線ＬＡＮ環境を提供しております。 

利用時間は、別紙のとおりとなっております。 

つきましては、下記内容をご理解のうえご利用いただけますよう、ご協力お願い

いたします。 

 

金沢市 

 

 

1. 本施設では、金沢市が定める「金沢市公衆無線ＬＡＮ利用規約」に則り、本市

が本施設に整備した無線ＬＡＮ機器を使用し、アクセスポイントを開設し、イ

ンターネット接続環境を無償にて提供しております。 

 

2. 本無線ＬＡＮインターネット接続環境には「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」のネットワー

クを利用しておりますので、「金沢市公衆無線ＬＡＮ利用規約」のご理解とと

ともにＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会が定める「ＦＲＥＥスポット利用条件」をご承

諾の後、提供開始となります。 

 

3. 「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」の仕様、設定、機能等により、一部ホームページの閲覧

規制やメール送受信等の制約が生じる場合があります。 

 

4. 「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」は、認証方法に「ゲスト」を選択されますと、ご利用は

１０分間有効となり、次回ご利用可能は３時間後となりますので、ご注意くだ

さい。 

 

5. 本施設では、「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」ご利用にあたっての、機器類の貸し出しや

電源の供給等は行っておりません。 

 

6. ご持参された機器への設定等は、各自での作業とさせていただいております。

ＦＲＥＥＳＰＯＴ接続手順を記載した冊子を用意してありますので、必要な場

合はお申し出ください。なお、当施設では設定・接続等に関する技術的サポー

トは行っておりません。 

 

7. システムにかかる保守・点検や設備・ネットワークの障害等の事由により、予

告なく運用を中止する場合がございますので、予めご了承ください。 



（ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会ホームページ「よくあるご質問」より抜粋） 

 

 
「FREESPOT」を利用するうえで、留意すべき点はありますか？ 

 

基本的には自由に使っていただけますが、掲示板への誹謗中傷的な書込みや不正メールの発信等の不正アクセス

行為はお断りしております。 

なお、「FREESPOT」ご利用者様の接続記録を自動的に控えさせていただく場合があります。 

また、「FREESPOT」は、公共機関が提供する場合は住民サービスとなり、対価を支払う必要はありませんが（無線サ

ービスの原資は税金になります）、店舗・ホテルなどが提供する場合はお客様向けのサービスになりますので、

「FREESPOT」自体が無料サービスでも、マナーとして店舗・ホテル等へ対価（食事をする、宿泊する、商品を買う等）

をお支払いいただければと思います。 

 

 

「FREESPOT」を利用してインターネットに接続しようとしたら、メール認証要求画面になった。メール認証とは何です

か？ 

 

インターネットが大きく発達したことにより、インターネットを利用した犯罪事件も数多く発生するようになりました。他

人の ID・パスワードを取得して悪用する不正アクセス行為、インターネットオークション等における架空販売行為、出

会い系サイト等による児童買春ポルノ法違反、インターネットの掲示板を利用した犯罪予告行為など、サイバー犯罪

といわれる事件です。 

FREESPOT 専用機器は、こうした犯罪を強力に防ぐために、メール認証機能を実装しています。メール認証機能と

は、利用者のメールアドレスを取得することにより、事件発生時に利用ログとメールアドレスから利用者を速やかに特

定し、警察の捜査に役立てることができる機能です。また、メール認証によりメールアドレスという個人情報を取得す

ることから、利用者が不正利用を行うことに対して心理的な抑止効果を与えます。 

メール認証機能により取得したメールアドレス情報は、犯罪発生時に警察の捜査に役立てたり、利用者やオーナー

からの申し立てにより迷惑利用者や悪質設置者の「FREESPOT」使用を制限するブラックリストに利用します 

 

 
「FREESPOT」で特定サイトの閲覧や掲示板の書き込みができなくなったのですが？ 

 

・ が表示されるスポットでは、オーナー側の意向により「有害サイトフィルタリング機能」が有効に設定され、特

定サイトの閲覧や掲示板の書き込みができない場合があります。 

2009 年 4 月 1 日から施行された「青少年ネット規制法」により、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う

者は、その事業の特性に応じ、青少年が「犯罪や自殺を誘引する情報」「著しく性欲を興奮させる情報」「著しく残虐な

内容の情報」などの有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするよう努力義務が課されています。この法律に配

慮した機能が FS-HP-G300N、FS-G300N には実装されており、本機能の働きにより特定サイトの閲覧や掲示板の書

き込みができない場合があります。 

「有害サイトフィルタリング機能」が動作し、サイトの閲覧ができない場合、代わりにアクセス禁止ページが表示されま

す。 

 

※ 詳しくは、ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会ホームページ http://www.freespot.com/index.php で

ご確認ください。 


